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事実の概要

　Ａは、Ｙとの間で、平成 5年 5月 25 日から平
成 20 年 11 月 30 日まで、利息制限法所定の制限
を超える利息の約定で継続的な金銭消費貸借取引
（以下「本件取引」という。）を行った。本件取引の
結果、同日時点で、過払金約 330 万円及び法定
利息が発生していた。
　Ａは、平成 20 年 12 月 17 日、司法書士である
Ｂとの間で、債務整理を目的とする委任契約を締
結した。Ｂは、上記委任契約の締結の際、Ａに対し、
過払金の額が 140 万円を超える場合には、Ｂは
代理人となることができないこと等を説明した。
　Ｂは、平成 21 年 1 月頃、Ｙから取引履歴の開
示を受け、利息制限法所定の制限利率に引き直し
て計算をしたところ、前記のとおり過払金等が発
生していることが判明したため、同年 2月 3日、
Ａに対し、本件取引について約 330 万円の過払
金が発生しており、Ｂは代理人となることができ
ないこと等を説明した。しかし、Ａは、本件取引
に係る過払金の返還請求等についても、Ｂに委任
することを希望し、同日、Ｂとの間で、上記過払
金の返還請求権等について和解をすることを含む
委任契約（以下「本件委任契約」という。）を締結
した。
　Ｂは、平成 21 年 3 月 25 日、Ｙに対し、本件
取引に係る過払金の返還を求める請求書を送付し
たところ、Ｙは、同月 31 日、Ｂに対し、191 万

円を 3箇月後に支払う旨の和解案を提示した。そ
の後、200 万円を同年 4月中に返還するのであれ
ば和解に応ずる旨のＡの意向がＹに伝えられ、Ｙ
は、同月 1日、Ｂに対し、上記意向に沿った内容
で和解をする旨の連絡をした。Ａは、Ｙに対して
約 330 万円の過払金の返還請求ができること等
を理解していたが、訴訟になる場合の負担等を考
慮して、Ｙから 200 万円の支払を受ける内容の
和解をすることとした。Ｂは、同月 2日、Ａを代
理して、Ｙとの間で、ＹがＡに対し同月 30 日限
り 200 万円を支払うこと及びＡとＹとの間には
それ以外には何らの債権債務がないことを相互に
確認することを内容とする裁判外の和解契約（以
下「本件和解契約」という。）を締結し、Ｙは、本
件和解契約に基づき、200 万円を支払った。Ｂが
Ａを代理して本件和解契約を締結することは、本
件取引に係る過払金の額が司法書士法 3条 1 項
7 号に規定する額である 140 万円を超えるため、
弁護士法 72 条に違反するものであった。Ａは、
平成 28 年 2月 2日、破産手続開始の決定を受け、
Ｘが破産管財人に選任された。Ｘは、本件和解契
約は弁護士法 72 条に違反し無効であるとして、
過払金約 330 万円とその法定利息から弁済され
た 200 万を除いた部分の支払を求めた。
　原判決は、Ｂが代理人として本件和解契約を締
結した行為は、公益規定である弁護士法 72 条に
違反するものというべきであり、この点に関する
ＢとＡとの間の本件委任契約は無効であって、本
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件和解契約も、そのような委任契約に基づいて締
結されたという点において、無効であるとし、Ｘ
の請求を認容した。

判決の要旨

　原判決破棄、控訴棄却。
　「弁護士法 72 条は、弁護士又は弁護士法人で
ない者が、報酬を得る目的で法律事件に関して代
理や和解等の法律事務を取り扱うことを業とする
ことができない旨を定めているところ、認定司法
書士が、報酬を得る目的で業として司法書士法 3
条 1 項 7 号に規定する額である 140 万円を超え
る過払金の返還請求権につき裁判外の和解をする
ことについての委任契約を締結することは、弁護
士法 72 条に違反するものであって、その委任契
約は、民法 90 条に照らして無効となると解され
る（最高裁昭和 37 年（オ）第 1460 号同 38 年 6
月 13 日第一小法廷判決・民集 17 巻 5 号 744 頁
参照）。上記の場合、当該委任契約を締結した認
定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契約
を締結することも、弁護士法 72 条に違反するも
のであるが、その和解契約の効力については、委
任契約の効力とは別に、同条の趣旨を達するため
に当該和解契約を無効とする必要性があるか否か
等を考慮して判断されるべきものである。
　弁護士法 72 条の趣旨は、弁護士の資格のない
者が、自らの利益のため、みだりに他人の法律事
件に介入することを業とすることを放置するとき
は、当事者その他の関係人らの利益を損ね、法律
事務に係る社会生活の公正かつ円滑な営みを妨
げ、ひいては法律秩序を害することになるので、
かかる行為を禁止するものと解されるところ（最
高裁昭和 44 年（あ）第 1124 号同 46 年 7 月 14
日大法廷判決・刑集 25 巻 5 号 690 頁参照）、同
条に違反する行為に対しては、これを処罰の対象
とする（同法 77 条 3号）ことによって、同法 72
条による禁止の実効性を保障することとされてい
る。そして、認定司法書士による裁判外の和解契
約の締結が同条に違反する場合には、司法書士の
品位を害するものとして、司法書士法 2条違反
を理由とする懲戒の対象になる（同法 47 条）上、
弁護士法 72 条に違反して締結された委任契約は
上記のとおり無効となると解されるから、当該認

定司法書士は委任者から報酬を得ることもできな
いこととなる。このような同条の実効性を保障す
る規律等に照らすと、認定司法書士による同条に
違反する行為を禁止するために、認定司法書士が
委任者を代理して締結した裁判外の和解契約の効
力まで否定する必要はないものと解される。また、
当該和解契約の当事者の利益保護の見地からも、
当該和解契約の内容及びその締結に至る経緯等に
特に問題となる事情がないのであれば、当該和解
契約の効力を否定する必要はなく、かえって、同
条に違反することから直ちに当該和解契約の効力
を否定するとすれば、紛争が解決されたものと理
解している当事者の利益を害するおそれがあり、
相当ではないというべきである。以上によれば、
認定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契
約を締結することが同条に違反する場合であって
も、当該和解契約は、その内容及び締結に至る経
緯等に照らし、公序良俗違反の性質を帯びるに至
るような特段の事情がない限り、無効とはならな
いと解するのが相当である。」

判例の解説

　一　弁護士法における非弁護士の
　　　取締りのための規定
　弁護士法は、その 72 条ないし 74 条において、
非弁護士による法律事務の取扱いに関する取締り
を規定する。すなわち、弁護士でない者が法律事
務を取り扱うことを業としたり（同 72 条）、他人
の権利の譲渡を受けて、それを実行することを業
とすること（同 73 条）、ならびに、法律事務取扱
いに関する虚偽の標示をなすこと（同 74 条）を
禁止している。本件に関する同 72 条が、弁護士
でない者は原則として和解を含む法律事務を業と
するが、その趣旨は、国民の公正円滑な法律生活
を保持し、法律秩序を維持・確立するという公益
的目的である１）。本件判決の要旨において挙げら
れている最判昭 46・7・14（刑集 25 巻 5号 690 頁）
も指摘するところであるが、その公益目的は、弁
護士の資格のない者が、自らの利益のため、みだ
りに他人の法律事件に介入することを業とするこ
とを放置すると、依頼者等の当事者その他の関係
人らの利益を害し、法律事務に係る社会生活の公
正かつ円滑な営みを妨げることを前提としている
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のであり、関係人の利益保護が第一に求められる
べきである。
　なお、司法書士は、民事に関する紛争（簡易裁
判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対
象となるものに限る。）であって紛争の目的の価額
が裁判所法第 33 条第 1項第一号に定める額（140
万円）を超えないものについて、相談に応じ、又
は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について
代理することが認められている（司法書士法 3条
1項 7号）。

　二　判例及び裁判例
　本件判旨において引用されているように、非弁
護士との法律事務委任契約は、民法 90 条に照ら
して無効であるとする最高裁の判例がある（最判
昭 38・6・13 民集 17 巻 5 号 744 頁）２）。さらに、
司法書士の業務範囲を超えた裁判上の和解の効力
については、最判昭 46・4・20（民集 25 巻 3 号
290 頁）は、「その（和解契約の）内容が公序良俗
違反の性質を帯びるに至るような特段の事情のあ
る場合は別として、」「第三者保護の見地からいっ
ても、単に（旧）司法書士法 9条に違反するのゆ
えをもって、ただちに無効であるとすることがで
きない」とした３）。本判決は、これらの判例の趣
旨を踏襲するものである。この法状況は、取締規
定に違反した取引を当事者間では無効でありなが
ら、第三者との関係では取引の安全の観点から契
約を有効とする、という私法的な準則が認められ
る４）。
　これらの最高裁判決の後、公刊されている下級
審裁判例においては、非弁護士との委任契約は無
効であるとし、また非弁護士による報酬請求権を
否定するものがほとんどである（東京地判平 27・
1・19 判時 2257 号 65 頁、東京高判平 19・4・26 東
京高等裁判所判決時報民事58巻1＝12号7頁など）。
他方、非弁護士により締結された契約の効力につ
いて、富山地判平 27・7・30（判時 2310 号 93 頁）
は、本件と同様の事案において、弁護士法 72 条
に違反する司法書士と過払金返還請求権者との間
の委任契約及びこれに伴う代理権の授与は無効で
ある、と判断しながら、第三者保護の見地から、
過払金請求権者が和解契約の無効を主張すること
は信義則に反し許されない、と判断した。この控
訴審である名古屋高判平 27・11・25（判時 2310

号 90 頁）は、公益規定である弁護士法 72 条に違
反した委任契約に基づいて締結された和解契約を
無効としたうえで、過払金請求権者が和解契約の
無効を主張することが信義則に反し許されないと
解することはできない、と判断した。

　三　弁護士法 72条違反の効果
　弁護士法 72 条違反の効果については、訴訟行
為と私法行為の別に議論される。本件については、
私法行為の有効性が問題となる５）。私法行為に関
して、非弁護士との法律事件処理の委任契約等、
およびこのような非弁護士が行った法律事務処理
行為の有効性については、法令違反の契約の効力
に関する議論の一部として取り上げられる６）。こ
れについては、一概に法令違反の契約を有効、も
しくは無効とすることはできず、各法令ならびに、
締結された契約毎にその有効性を判断するほかな
い。そして、学説を見ると、これらの行為を有効
とする見解は、弁護士法 72 条に違反して締結さ
れた委任契約と、その非弁護士を代理人として締
結された契約が別個のものであることを強調す
る７）。それに対して、無効とする見解は、弁護士
法 72 条が保護する公益性から、このような契約
は公序違反（民法 90 条）として無効である、と
する８）。
　非弁護士との法律事務委任契約は、民法 90 条
に照らして無効であるとする最高裁の判例がある
（前掲最判昭和 38 年判決）。この点については、学
説及びその後の裁判例においても異論はない。こ
の判例の趣旨を前提とすると、委任契約の無効と
その委任契約に基づいて締結された和解契約の関
係はいかなるものになるか。委任契約が無効とな
ると、司法書士の報酬請求権は当然認められない。
そして、委任契約に基礎づけられる代理権が存在
しない無権代理となると考えられる。そのうえで、
無権代理の追認や表見代理により和解契約を有効
とする余地がある。ただし、本判決は、委任契約
については公序違反により無効としながら、代理
権について触れず、和解契約については公序違反
となる場合とならない場合がある、とした９）。
　ところで、弁護士法 72 条による公益保護の要
請は、上述のように、関係人の利益保護を前提と
する。したがって、同条違反の契約については、
当事者の保護すべき利益が認められる場合には、
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その公益性に拘らず、契約の有効性が判断される
べきである。

　四　弁護士法 72条違反の契約の有効性と
　　　関係人の利益
　本判決において述べられている和解契約の有効
性を認める根拠は以下のようなものである。まず、
弁護士法 72 条の趣旨は、他の法規、判例の趣旨
によって実現可能である、というものである。す
なわち、同 72 条に違反する行為に対しては、こ
れを処罰の対象とする（弁護士法 77 条 3号）こと
によって、同法 72 条による禁止の実効性を保障
される。さらに、認定司法書士による裁判外の和
解契約の締結が同条に違反する場合には、司法書
士の品位を害するものとして、司法書士法 2条
違反を理由とする懲戒の対象になる（同法 47 条）。
さらに、弁護士法 72 条に違反して締結された委
任契約は上述のとおり無効となるから、これらに
よって、認定司法書士による弁護士法 72 条違反
を抑止する十分な効果がある、とされる。なお、
このような理由づけから、本判決の趣旨は、司法
書士による契約締結に限定されるものであること
になる。司法書士以外の非弁護士による、このよ
うな和解契約の有効性については別に考慮されな
ければならない。
　次に、「当事者の利益」が挙げられる。上述の
ように、弁護士法 72 条の趣旨である公益性は、
関係人の利益保護を前提とする。そこで、契約の
有効性判断のためには、このような関係人利益へ
の考慮が必要である。本件のような事案において
は、当事者の利益として、弁護士であると信じて
依頼した当事者の、和解等により紛争が解決し
たことに対する信頼は保護されるべきである 10）。
したがって、特に他の関係人の利益を害しない限
り、当該和解契約は有効と解される。Ａのような
立場の者が和解契約の無効を主張する場合はどう
考えるべきか。この場合にＡの利益、および公益
性の観点から和解契約を有効とはされないが、こ
こではいわゆる第三者である和解契約の相手方
（本件ではＹ）の利益が問題となる。相手方につい
ても、依頼人（本件のＡ）同様に、紛争が解決し
たことに対する信頼が保護されるべきである。こ
のとき、依頼人が非弁護士であることについて悪
意である場合には、和解契約を無効として保護す

る必要性を欠くため、和解契約は有効と解される。
本件事案は、このような場合にあたる。両者が善
意である場合においても、第三者を保護する必要
性があるため、和解契約を有効とするべきである。
　なお、本判決は、和解契約は、その内容及び締
結に至る経緯等に照らし、公序良俗違反の性質を
帯びるに至るような特段の事情がある場合には和
解契約を無効とする。契約の内容等が公序良俗違
反であれば、当該契約が無効であることは当然で
あるが、その他特段の事情の内容については、今
後の裁判例の集積、または研究によることになろ
う11）。
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藤美智子「本判決判批」法教 446 号 150 頁。

10）今津綾子「本判決判批」法教 446 号 155 頁。
11）和解が有効であるのは、和解内容が、弁護士が行った
場合と異ならない場合に限定する趣旨であるとも考えら
れる。七戸克彦「本判決判批」現代消費者法 36 号 107
頁以下。また、本件の背景として、一度和解によって解
決された債務整理事件を和解の無効を主張することを通
じて振り出しに戻すことが許容されるか、という問題が
あり、本判決はこのような手法を封じたものである、と
の指摘がある。七戸・同 100 頁以下。

日本大学准教授　吉田純平


